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表 1 第四次環境基本計画における重点分野 

重点分野 重点的取組事項 

１．経済・社会のグリーン化

とグリーン・イノベーシ

ョンの推進 

①商品・サービスに係る環境に関する情報提供の促進 
②環境マネジメントシステムの普及 
③環境ビジネスの振興・環境金融の拡大 
④中長期のあるべき社会像を踏まえた統合的政策研究の推進 
⑤分野横断的な研究開発の推進  等 

２．国際情勢に的確に対応し

た戦略的取組の推進 

①「グリーン経済」を念頭においた国際協力 
②アジア等の重点地域との協力 
③国際的な枠組み作りにおける主導的役割 
④民間資金や多国間資金の積極的活用 
⑤地球規模での環境保全の推進 等 

３．持続可能な社会を実現す

るための地域づくり・人

づくり，基盤整備の推進 

①森林，農地等の適切な保全 
②高い環境性能を備えた交通ネットワーク，住宅等の形成・維持 
③環境教育の推進 
④環境情報の収集・提供 
⑤より上位の戦略的環境アセスメントの検討 等 

４．地球温暖化に関する取組 

①科学的知見の充実 
②エネルギー起源 CO 2 及びその他温室効果ガスの排出削減対策 
③森林等の吸収源対策・バイオマス資源等の活用 
④国際的な地球温暖化対策への貢献 
⑤適応策の推進 等 

５．生物多様性の保全及び持

続可能な利用に関する取

組 

①生物多様性の主流化に向けた取組の強化 
②国土及び海洋における生物多様性の保全 
③野生生物の適切な保護管理と外来種対策の強化 
④生物多様性に配慮した持続的な農林水産業の推進と生物資源の持

続可能な利用の促進 
⑤途上国支援及び国際的枠組みの構築等の推進 等 

６．物質循環の確保と循環型

社会の構築 

①「質」にも着目した循環資源の利用促進・高度化 
②2R を重視したライフスタイルの変革 
③地域循環圏の形成 
④循環分野における環境産業の育成 
⑤安全・安心の観点からの取組の強化 等 

７．水環境保全に関する取組 

①貯留浸透・涵養能力の保全・向上など水循環の健全化に向けた取組

②良好な水質，適切な水量，多様な水生生物の確保を目指した施策 
③閉鎖性水域の水環境保全 
④海洋環境の保全 
⑤技術的支援等を通じた国際協力の推進 等 

８．大気環境保全に関する取組 

①排出ガス，騒音などの自動車に起因する環境負荷の低減 
②広域大気汚染対策 
③潜在的な後住者に係る交通騒音問題の未然防止 
④アスベスト対策 
⑤ヒートアイランド対策 等 

９．包括的な化学物質対策の確立

と推進のための取組 

①科学的なリスク評価の推進 
②ライフサイクル全体のリスクの削減 
③予防的取組方法の考え方に立った未解明の問題への対応 
④モニタリング・リスクコミュニケーション等による安全・安心の増進 
⑤国際協力・国際協調の推進 等 

出典：「第四次環境基本計画」（環境省） 
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表 2 各施策分野における地方公共団体の役割の抜粋 

施策分野 地方公共団体の役割 

経済・社会のグリーン

化とグリーン・イノベ

ーションの推進 

・地方公共団体は，国と同様，地域における行政主体としての役割を果たす。

特に，各地で重要な経済主体であることから，調達での環境配慮や地域に

おける各主体の調整・連携促進などを進める。また，各地域の特性や資源

を活用した持続可能な地域づくりに主体的な役割を果たす。 

国際情勢に的確に対

応した戦略的取組の

推進 

・地方公共団体は，公害克服の経験やノウハウだけではなく，地球温暖化対

策や省資源に向けた多様な取組事例を有している。それらを優良事例とし

て途上国用にローカライズし，社会システムのパッケージとして途上国の

地方公共団体に移転したり，環境モデル都市構築に協力したりすることは，

途上国の能力強化を促進させる有効な方策と考えられることから，地方公

共団体の取組が期待される。その際，地方公共団体間のパートナーシップ

の形成や，地方の民間企業やコミュニティと途上国の利害関係者との連携

を合わせて推進することは，地方の活力増進に役立つと考えられ，積極的

な取組が望まれる。 

持続可能な社会を実

現するための地域づ

くり・人づくり 

・地域の自然的社会的条件に応じた森林，農地，都市等の持続可能な整備，

保全，利用に向けた取組を実施する。 

・国の方針を踏まえて，環境保全に関連する計画等を策定し，多様な主体の

参画の下，国の制度や支援・誘導施策を活用しながら，計画を実施する。

・家庭，学校，地域，企業等の様々な場における地域づくりに必要な人づく

り，組織・ネットワークづくりなどの環境を整備する。 

持続可能な社会の実

現のための環境情報

の収集・整理及び提供 

・環境統計調査について，地域のきめ細かな現状が把握できるよう精度の向

上に努める。 

・地域に密着した環境関連の先進事例を紹介し，地域の住民，NPO，事業者等

の各主体が保有している情報の共有を進める。 

環境配慮の促進のた

めの環境影響評価制

度の充実・強化 

・国の方針を踏まえて，環境影響評価制度における適切な意見の提出，地域

の環境状況に関する情報の収集・整備・提供を行う。また，自らの活動に

環境配慮を盛り込む。 

地球温暖化に関する

取組 

・自然的社会的条件に応じて，温室効果ガスの排出削減のための総合的かつ

計画的な施策の策定，実施（温室効果ガスの排出削減，地域資源をいかし

た再生可能エネルギー等の導入，森林等の吸収源対策の推進及びバイオマ

ス等の有効活用等を盛り込んだ先進的な地域づくり等） 

・自らの事務及び事業に関しての温室効果ガスの排出削減並びに森林等の吸

収源対策の推進，バイオマス等の有効活用の率先実施 

・地域における自主的な適応策の検討・実施 

・地域住民等への情報提供と活動推進，環境教育等の推進による人材育成等

生物多様性の保全及

び持続可能な利用に

関する取組 

・地域の自然的社会的特性を踏まえた生物多様性保全や持続可能な利用のた

めの施策を積極的に推進し，地域における多様な主体の理解，参画等を促

す積極的な役割を果たすことが期待される。具体的な施策としては，生物
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施策分野 地方公共団体の役割 

多様性地域戦略の策定・実施や生物多様性地域連携促進法に基づく地域連

携保全活動計画の策定・実施などが挙げられる。 

物質循環の確保と循

環型社会の構築のた

めの取組 

・地方公共団体は，地域循環圏の形成など地域における循環型社会の形成を

推進していく上で中核としての役割を担っており，廃棄物等の適正な循環

的利用及び処分の実施や各主体間のコーディネーターとして重要な役割を

果たすことが求められる。特に，都道府県は広域的な観点から管下の市町

村等の調整機能を果たすことが，市町村は地域単位での住民の生活に密着

した循環システムを構築することが求められる。 

水環境保全に関する

取組 

・地方公共団体は，豊かな地域づくりの一環として，流域での環境保全上健

全な水循環の構築に向けた計画策定等において積極的な役割を果たすこと

が期待される。特に，それぞれの地域特性にふさわしい水環境の目標像を

掲げ，その実現に向けた取組を行うに当たって，極めて重要な役割を担う

こととなる。また，都道府県については，流域の関係市町村による共同の

取組を促進させる役割や，国の地方組織との調整・連携の役割も果たすこ

とが期待される。 

大気環境保全に関す

る取組 

・大気環境の改善に当たっては，地域の実情を熟知した地方公共団体が，地

域の各主体と連携を図りつつ，適切に対策を推進することが必要不可欠で

ある。また，対策の推進に当たっては，同様の課題を抱える地方公共団体

との情報共有や連携も重要である。 

包括的な化学物質対

策の確立と推進のた

めの取組 

・地域の状況に応じた法・条例の着実な施行等に加え，中小事業者も含めた

事業者による化学物質管理の一層の促進，地域でのリスクコミュニケーシ

ョンの推進等において重要な役割を果たすことが期待される。 
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1.1.2 低炭素・資源循環・自然共生政策の統合的アプローチによる社会の構築（中央環境審議会

意見具申） 
中央環境審議会は平成 26 年 7 月，第四次環境基本計画の中心的な理念である「低炭素・循環・

自然共生政策の統合」をより具体化について意見具申した。 
意見具申では，今後の環境政策の方向性を示す 22 世紀に向けたビジョンとして，物質やエネ

ルギー，生態系といった自然の循環の力を上手に利用し，豊な自然や動植物とともに生きてい

く，新たな時代の持続可能な「循環共生型社会」の構築が示された。また，地域における循環

共生型社会の実現イメージとして，「地域循環共生圏」のイメージが示された。 
 
意見具申を受け，宇都宮市において低炭素・循環・自然共生の各分野を統合的に達成した結

果としての「循環共生型社会」のイメージを形成し，これを市の将来像に繋げる必要がある。 
 

 
出典：低炭素・資源循環・自然共生政策の統合的アプローチによる社会の構築（意見具申）（中央環境審議会） 

図 2 中環審意見具申における 22 世紀に向けた環境ビジョン 
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1.2 個別の政策分野 
 
1.2.1 低炭素分野 

(1) 温室効果ガス排出量の削減目標 

1) 2020 年の削減目標 

東日本大震災以降のエネルギーミックス（電源構成）が検討中のなか，平成 25 年 11 月，2020
年度に向けた我が国の新たな温室効果ガス排出削減目標について「2020 年度に 2005 年度比で

3.8%減」と発表された。 
この新たな目標は，原子力発電による温室効果ガスの削減効果を含めずに設定した現時点で

の暫定的な目標であり，エネルギー政策の検討の進展を踏まえて見直し，確定的な目標を設定

するとしている。 
 
市が地球温暖化対策実行計画で掲げる削減目標を検討するにあたっては，国の 3.8%目標に

おいて見込まれる対策の実施量を見極めたうえで，市内での削減ポテンシャルを評価し，実現

可能で国とも整合的な目標水準を明らかにしていく必要がある。 
また，国が現在掲げる削減目標は暫定的なものであることから，今後も国の目標改定の動き

を注視する必要がある。 
 

2) 2050 年の削減目標（平成 24 年 4 月，第四次環境基本計画） 

2050 年に向けた長期的な温室効果ガスの排出削減目標は，平成 20 年 6 月の「「低炭素社会・

日本」をめざして（福田ビジョン）」において，現状から 2050 年までに 60～80％の削減が掲

げられた後，平成 24 年 4 月策定の「第四次環境基本計画」において「現状から 80％削減」す

る目標が示された。 
 
国が掲げる長期の削減目標は科学的根拠に基づくいわば普遍的なものであり，市の将来都市

像の検討においても同様の考え方を比較的そのままの形で受け入れることができる。環境先進

都市を目指すうえでは，少なくとも国と同等か，あるいはそれを上回る程度の長期削減目標に

挑む野心的な姿勢が期待されるようになると思われる。 
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【参考 長期的（2050 年）な将来を見据えた社会像】 

環境省では，2004～2008 年度に地球環境研究総合推進費戦略的研究プロジェクトとして「脱温

暖化 2050 プロジェクト」を実施し，2050 年までに主要な温室効果ガスである CO2 を 70％削減し，

豊かで質の高い低炭素社会を構築するためのシナリオや方策が示されている。 
将来的に必要と見込まれるエネルギーサービスを維持しながら低炭素社会を実現するためには，

産業構造転換や国土インフラ投資を進め，産業，運輸旅客・貨物，家庭，業務それぞれの部門がエ

ネルギー需要量を大幅に削減することが必要であることが示された。 
 

 
出典：2050 日本低炭素社会シナリオ：温室効果ガス 70％削減可能性検討（環境省）

図 4 日本低炭素社会シナリオ実現に向けた検討の概要 
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出典：低炭素化に向けた 12 の方策（環境省）

 
出典：2050 日本低炭素社会シナリオ：温室効果ガス 70％削減可能性検討（環境省）

図 5 低炭素化に向けた 12 の方策で示された社会像 
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(2) エネルギー政策 

1) エネルギー基本計画 

エネルギー基本計画は，東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故をはじめとし

た，エネルギーを巡る国内の環境の大きな変化を踏まえ，新たなエネルギー政策の方向性を示

すものとして，平成 26 年 4 月に閣議決定された。 
エネルギー基本計画では，本稿に関連する施策として，「徹底した省エネルギー社会の実現

と，スマートで柔軟な消費活動の実現」，「再生可能エネルギーの導入加速」，「原子力政策の再

構築」，「市場の垣根を外していく供給構造改革等の推進」，「安定供給と地球温暖化対策に貢献

する二次エネルギー構造への変革」等を示している。 
また，再生可能エネルギーの導入目標について，発電電力量に占める割合として，2020 年

に 13.5%，2030 年に約２割をそれぞれ上回る水準を目指すと明記された。 
 
宇都宮市における地域エネルギーの将来像および施策を考えるうえでは，省エネルギーや再

生可能エネルギーの一層の推進に加えて，需要側も含めたエネルギーマネジメントや蓄エネル

ギーについても新たに考慮に入れていく必要がある。 
また，エネルギー基本計画に連なる個々の個別施策（エネルギーミックス，固定価格買取制

度，電力システム改革等）の動向についてもきめ細やかに注視する必要がある。 
 
 

2) 再生可能エネルギーの固定価格買取制度 

平成 23 年 8 月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」

が成立したことを受け，平成 24 年 7 月 1 日から「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」

が始まった。再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を，国が定める固定価格で一定の

期間電気事業者に調達を義務づける制度である。 
本制度の実施に伴い再生可能エネルギーの大幅な導入が進んだ一方で，不安定電源であるが

故に電力網への接続が制限されるようになったほか，法施行後 3 年間に限って優遇的な買取

価格が設定されたプレミアム期間が終了したことなどにより，今後の再生可能エネルギーの普

及スピードに歯止めがかかるのではないかとの懸念が生まれている。 
 
市内の再生可能エネルギーに関する将来像および実現のための施策を検討するにあたっては，

太陽光発電（メガソーラー発電をはじめとする 10kW 以上の区分）に偏重することなく，中小

水力発電やバイオマス熱利用／発電／燃料製造をはじめとする他の再生可能エネルギーもバラ

ンス良く導入していく必要がある。特に，バイオマスについては，低炭素・循環・自然共生社

会の統合的達成を目指すうえでは重要な意味を持つ取組になるものと思われる。 
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出典：経済産業省 HP 

図 6 再生可能エネルギーの買取価格（平成 26 年度） 

 



14 

3) 電力システム改革 

電気事業法の改正案が平成 25 年 11 月に成立し，昭和 26 年の電力制度創設以来で最大の電

力システム改革が進められることとなった。 
電力システム改革は主に 3 つの段階で進められる。第 1 段階として，平成 27 年を目途に広

域系統運用機関（仮称）が設立される。ついで第 2 段階として，平成 28 年を目途に電気の小

売業への参入の全面自由化が進められる。そして，最後の段階では，平成 30～32 年までを目

途に法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保，電気の小売料金の全面自由化が実施さ

れる見通しとなっている。 
 
様々な業種から参入する事業者から多種多様な電力供給サービスが提供されるようになる

ことから，市の将来像として，できる限り低炭素な（排出係数の低い）電力を優先的に選択す

るようなライフスタイルが市民に定着している様子を描くことができる。 
また，系統の中立性が高まることで，地域単位（例えば市内限定）による電力供給およびエ

ネルギーマネジメントのビジネス展開が期待されることから，例えば（仮称）宇都宮エネルギ

ー会社がスマートコミュニティを建設・運営する姿が想定される。 
 

表 3 電力システム改革の流れ 

段階 主な実施内容 実施時期 

1 広域系統運用機関（仮称）の設立 平成 27（2015）年を目途 
2 電気の小売業への参入の全面自由化 平成 28（2016）年を目途 

3 
法的分離による送配電部門の中立性の一層の

確保，電気の小売料金の全面自由化 
平成 30（2018）年～平成 32（2020）
年までを目途 

資料：経済産業省資料をもとに作成 
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1.2.2 循環分野 
(1) 第三次循環型社会形成推進基本計画（平成 25 年 5 月） 

第三次循環型社会形成推進基本計画では，取り組むべき基本的方向として，「2R（リデュース，

リユース）の取組がより進む社会経済システムの構築」，「循環資源の高度利用と資源確保」，「循

環型社会・低炭素社会・自然共生社会づくりの統合的取組と地域循環圏の高度化」，「国際的取

組」等があげられている。 
特に，循環の量に加えて質にも着目され，リサイクルより優先順位が高いにもかかわらず取

組が遅れている 2R（リデュース，リユース）の進展が重視されることとなった。 
 
検討すべき市の将来像には，都市の効率的な絵姿だけでなく，都市に暮らす人々のライフス

タイルのあり方までもが含まれる必要がある。2R（リデュース，リユース）はリサイクルより

も優先されるべき考え方であり，将来の宇都宮のライフスタイルを考える際の不可欠な要素と

して捉えることができる。 
 

 
出典：第三次循環型社会形成推進基本計画（環境省） 

図 8 第三次循環型社会形成推進基本計画における基本的方向 
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1.2.3 自然共生分野 
(1) 生物多様性国家戦略 2012-2020 

生物多様性国家戦略 2012-2020 は，平成 22 年 10 月に愛知県名古屋市で開催された生物多様

性条約第 10 回締約国会議（COP10）を受け，我が国の生物多様性に関する目標や実現のための

戦略を示すものとして，平成 24 年 9 月に閣議決定された。 
愛知目標の達成に向けた 13 の国別目標と 48 の主要行動目標等を定めるともに，2020 年度ま

でに重点的に取り組むべき施策の方向性として「5 つの基本戦略」が設定された。 
 
市の将来像および施策のうち，特に自然共生分野を考えるうえでは，①生物多様性の社会へ

の浸透，②人と自然の関係の再構築，③森・里・川のつながりの確保 の考え方はほぼそのまま

馴染ませることができ，また④地球規模の視野を持つ については市内の自然共生と地球温暖化

対策・適応策との統合的推進を図るうえでの重要な考え方として捉えられる。 
 

 
出典：生物多様性国家戦略 2012-2020（環境省） 

図 9 生物多様性国家戦略 2012-2020 におけるポイント 
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1.2.5 環境教育分野 
(1) 環境教育等促進法 

近年，環境保全活動や行政・企業・民間団体等の協働がますます重要になっていること，26
年に最終年を迎える「国連持続可能な開発のための教育の 10 年（UNDESD）」の動きなどを踏

まえ，23 年 6 月に改正法として，「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」が成

立するとともに，24 年 6 月に同法に基づく基本方針の変更が行わた。 
これに基づき，人材認定等事業の登録を始めとする各種制度の運用を行うとともに，運用状況

についてインターネットによる情報提供を行うなど，国民がその発達段階に応じて，あらゆる機

会に環境の保全についての理解と関心を深めることができるよう，学校教育や社会教育において

環境教育の推進のために必要な施策に取り組んでいる。 
地方自治体に対しては，本法第 6 条において，環境保全活動や環境保全の意欲の増進及び環

境教育並びに協働取組の推進に関し，国との適切な役割分担を踏まえて，その地方公共団体の区

域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し，及び実施するよう努めるものとされている。 
 
市の将来像を実現するうえで環境教育や環境学習は重要な意味を持つ。宇都宮市環境学習基本

指針（H15.3）から十年以上が経過しており，国の法律の動向に合わせて市としての環境教育等

の促進に関する考え方を再整理することが望ましい（法律において施策策定は努力義務）。 
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2. 県の動向 
 
2.1 栃木県環境基本計画 

 
栃木県は，平成 23 年 3 月に「栃木県環境基本計画」を策定し，「地球と人にやさしい“エコ

とちぎ”」の実現を目指すとともに，4 つの基本目標として，環境を考え行動する県民の育成，

低炭素社会の構築，循環型社会の構築，自然共生社会の構築を掲げている。また，4 つの基本目

標の下には計 14 の施策項目を位置づけている。 
 
■計画の目標 

地球と人にやさしい“エコとちぎ” 

■基本目標（分野別目標） 
・“エコとちぎ”を担う人を育てる（環境を考え行動する県民の育成） 
・かけがえのない地球を守る（低炭素社会の構築） 
・環境にやさしい循環型の社会を築く（循環型社会の構築） 
・人と自然との共生を目指す（自然共生社会の構築） 

 
県の環境基本計画は国の第四次環境基本計画（H24.4）以前に策定されたものであるため，国

との整合を考慮しつつ，市が定める将来像や施策体系の参考とすべき点に留意が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

出典：栃木県環境基本計画（栃木県） 

図 11 栃木県環境基本計画における基本目標と施策項目 
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2.2 とちぎエネルギー戦略 
 

栃木県では，平成 42（2030）年度における県の省エネルギー，再生可能エネルギーの導入及

び電力自給率の目標を示し，その将来像を広く県民と共有することで，県民，事業者，関係団

体，自治体などの各主体が一体となって目指すべき社会を実現していくことを目的として，平

成 26 年 3 月に「とちぎエネルギー戦略」を策定した。 
戦略では，県内の現状と課題を踏まえ，以下の基本理念に基づく将来像の実現に向けて，本

県におけるエネルギー施策を推進している。 
本戦略においては基準年を平成 17（2005）年度とし，中長期的な県の姿を示す観点から，平

成 42（2030）年度における目標を設定している。また，県の目指すべき将来像の実現や将来目

標の達成に向け，県民，事業者，関係団体，自治体などの各主体が連携しながら，3 つの施策

を中長期的な視点から展開している。 
 
国のエネルギー基本計画をはじめとする国全体の趨勢を受けて，従来から取り組まれてきた

省エネルギーと再生可能エネルギーに加え，分散型エネルギー（分散型電源，スマートコミュ

ニティ）に関する目標および施策が新たに取り入れたのがトピックであり，市の将来像および

施策を考えるうえでも歩調を合わせるのが適当と思われる。 
なお，県が戦略で掲げる目標数値は意欲的な水準でもあり，その市内における実現性を十分

に検証したうえで市の将来像および施策の立案の参考とすることが望ましい。 
 

 
出典：とちぎエネルギー戦略（平成 26 年3 月） 

図 12 とちぎエネルギー戦略の 2030 年度における目標 
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出典：とちぎエネルギー戦略（平成 26 年3 月） 

図 13 とちぎエネルギー戦略の 3 つの施策と目指すべき将来像 
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3.2 主な自治体の取組み事例 
 

3.2.1 富山市 

都市の将来像：公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり 
 
鉄軌道をはじめとする公共交通が活性化され，その沿線に居住，商業，業務，文化等の諸機能が

集積することにより，公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくりが実現している。

市民に公共交通の利便性が高い地区における居住と郊外居住のいずれもが選択できる環境を提供

しながら，中長期的には公共交通沿線の人口密度が高まっているとともに，中山間地域では定住環

境が維持され，都心及び地域の拠点，郊外，中山間地域のそれぞれが環境負荷の小さいまちづくり

を実現している。 
 

 

富山市の都市の将来像 

出典：富山市環境モデル都市行動計画（平成 26 年3 月） 
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3.2.2 豊田市 

豊田市の特徴と強みである「交通」「産業」「森林」の 3 つの分野に，市民のライフスタイルの変

化につなげる「民生」と，先進環境技術の集約の場・国内外への情報発信の場としての「都心」を

加えた 5 つの分野を取組の柱に据えて事業を展開している。 
平成 22 年からは，「交通」と「民生」分野の取組を加速するために，トヨタ自動車㈱をはじめと

する地域の企業・団体ともに，スマートコミュニティの構築（次世代エネルギー・社会システム実

証）にも取り組んでいる。平成 23 年度からは，「次世代エネルギー・モビリティ創造特区」の指定

を受け，国からの規制緩和や金融支援策を活用しながら，これまでの取組の確実な推進と，環境・

エネルギーの新たな産業振興を通じた地域活性化を図っている。 
 

豊田市の環境モデル都市の取組概要 

出典：豊田市環境モデル都市アクションプラン（平成 21 年3 月） 
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3.2.3 北九州市 

北九州市は，低炭素社会づくりに取り組むに当たっては，次の３つの考え方を基本におき，施策

を立案，実行している。 
 

(1) 工場と街の連携などを通じて，産業基盤を機軸とした地域最適エネルギーシステムを構築

し，「産業都市としての低炭素社会のあり方」を提示する。 
(2) 街のコンパクト化，長寿命化，公共交通機関の利便性の向上などを通じて，お年寄りや子供

にとっても豊かで住みよい「少子高齢化社会に対応した低炭素社会のあり方」を提示する。

(3) 成長するアジアの産業都市の持続的発展を支えるべく，「アジアの低炭素化に向けての都市

間環境外交のあり方」を提示する。 
 

北九州市が目指す将来像 

コンセプト 
地域や都市（まち）の中で人が輝く，賑わい・安らぎ・活力のあるまち 

～公害を乗り越えた経験と持続的に創造するイノベーションを活かして～ 

環境面 ①地域でつくったエネルギーを賢く使い，地球温暖化に歯止めをかけるまち 

  ②きれいな空気や水に恵まれ，豊かな自然を守り続けるまち 

  ③資源・廃棄物が，最適な物質循環のもとに安全にマネジメントされているまち 

  ④環境をキーワードに，世界とつながり貢献するまち 

  ⑤「環境」が市民の誇りのまち 

社会面 ①住み慣れた地域で健やかに暮らせるまち 

  ②高齢者が健康でいきいきと社会に貢献できるまち 

  ③地域の人に見守られて子どもを生み，育てることができるまち 

  ④多世代が共生し，「知恵」，「元気」，「安全・安心」を分かち合うまち 

  ⑤高齢者を含め，あらゆる世代が豊かに暮らせるコンパクトなまち 

  ⑥災害に強く，備えのある安全で安心なまち 

経済面 
①新たな産業や高い付加価値をもった産業が次々と生まれ，雇用や所得が拡

大するまち 

  ②環境分野やコミュニティ分野などで，高齢者や女性も働くことができるまち 

  ③国内外の多様な人材，技術が行き交うまち 

  
④環境に関する世界の交易拠点として，技術・ノウハウを海外にビジネス展開

するまち 

  ⑤地域としての強いエネルギー体制が確立したまち 
 

出典：北九州市環境未来都市計画書（平成 25 年7 月） 
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3.2.4 柏市 

柏の葉キャンパスは，2050 年を目指し，世界が抱える課題への解決モデルとして，環境・エネル

ギー問題に対して『スマートシティ』，超高齢化社会に対して『健康長寿都市』，日本経済再生を担

う『新産業創造都市』を提示する。 
これら 3 つの課題解決モデルは，大学等の「最先端の知」を結集して構想・提案し，市民や企業

を中心とする地域の主体が持続的・自律的にその運営を担い，高齢者から次世代を担う若者，自由

な発想を持つ子どもまで，地域のために何かしたいという思いを持つ誰もがまちづくりに参画でき

る，クリエイティブな新しい社会システムにより，オープンイノベーションを実現する。 
このフラットなプラットフォームで，街のサステイナブルなあり方を，みんなで考え創る，柏の

葉キャンパスのシステム，共創する持続可能な仕組み“CO-CREATEECO-SYSTEM”による 3 つ

の課題解決モデルの提示は，その過程においても豊かな自然環境の中で新たな産業や文化を生み出

し，2050 年における未来型の都市経営として「公民学連携による自律した都市経営」のモデルとな

る。 
 

柏市が目指す将来像 

 
出典：柏市 環境未来都市計画（平成 25 年7 月） 
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3.2.5 松山市 

「松山サンシャインプロジェクトの推進」「スマートコミュニティの推進」「歩いて楽しいコンパ

クトシティの推進」「地域循環システムの推進」の 4 つの取組方針を掲げており，それぞれの取組

の実施に際しては，松山市が有する地域の特性を最大限に活用しながら，市民，企業，大学等の皆

様と協働し，全市一体となって，環境と経済の両立した低炭素社会の実現を目指している。 
 

松山市が目指す低炭素社会 
出典：環境と経済の両立を目指して「誇れる環境モデル都市まつやま」参考資料（平成 25 年 3 月） 
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3.3 横浜市との意見交換会（参考） 
 

【意見交換会の実施概要】 

環境先進自治体における取組の状況，先進的な環境施策を立案し推進してきた経緯や方策を把握

することを目的として，環境モデル都市・環境未来都市である横浜市を対象に，双方の地球温暖化

対策の担当職員で意見交換会を実施した。 
 

≪横浜市との意見交換会 概要≫ 
 日時：平成 26 年 8 月 20 日(水) 
 場所：横浜市役所 
 出席者：宇都宮市（環境部環境政策課）計 5 名 
     横浜市（温暖化対策統括本部調整課 

プロジェクト推進課）計 7 名 

 

意見交換会で得られた横浜市の取組状況より，今後の宇都宮市における取組みの参考となる主な

意見は以下の 4 点が挙げられる。 

・地球温暖化対策実行計画と都市計画マスタープランが連携し，「低炭素まちづくり」という横

断的な施策の柱のもとでリーディングプロジェクトが進行している。 
・環境への配慮を付加価値とした機器の開発・展開を図りたい事業者側のニーズに対し，国等

の関係機関への窓口となって市が事業者を支援する関係が構築されている。 
・先進的な取組みを担う「温暖化対策統括本部」を中心とした推進体制が整っている。 
・全庁的に環境配慮意識が高まっている。 
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4.1 蓄電池 
 
経済産業省は，平成 24 年 7 月，蓄電池のコスト低減等による普及の加速化に向けた施策をとりま

とめた「蓄電池戦略」を公表した。 
同戦略では，目指す社会像と蓄電池の普及目標を掲げ，蓄電池の種類ごとにコスト面および技術面

の課題解決のための支援策を明らかにした。 
普及促進策としては，定置用蓄電池（住宅や店舗向け）については大型リチウムイオン電池を日本

工業規格（JIS）化し国際標準化を目指すとともに，関係省庁と連携し地域の自立分散型防災拠点等

への蓄電池整備を図る，とされた。また，車載用蓄電池に関しては，2020 年までに普通充電器 200
万基，急速充電器 5,000 基の整備を加速的・計画に進めることが位置づけられた。 

 
宇都宮市の今後目指すべき低炭素で強靱な地域エネルギーシステムを考えるうえで，ピークカット

やピークシフトのほか，非常時のエネルギー確保や再生可能エネルギーの効率的利用に資する蓄電池

（定置用）の積極的な導入・活用拡大は重要である。同戦略で求められているように，当面は公共施

設や病院，避難所等を中心に再生可能エネルギーと組み合わせて蓄電池を導入していく必要がある。

また，市民や事業者等に対する導入支援（情報提供や補助等）もあわせて展開することが求められる。 
 
＜目指す社会＞ 

○エネルギーの供給面において，非常時でも安心な社会をつくるため，住宅やビルについては，

建設段階から蓄電池が備わった社会。 

○特に病院等の施設を建設する際には，太陽光や風力などの再生可能エネルギーなどと組み合

わせて，蓄電池の設置を原則とすることにより，蓄電池を社会インフラととらえ，蓄電池や

次世代自動車（電気自動車，プラグインハイブリッド車，燃料電池自動車）間の電力融通等

も活用しつつ，非常時に中央からの給電が停止した場合でも，一定期間，一定の地域で自立

的に電力供給を可能とする社会。 

○このような蓄電池を中心とした社会インフラを活用することにより，電力の需要サイドが自

立性を高め，ピーク対策や再生可能エネルギーの大量導入を進めて系統との相互補完の中で

効率的な分散型エネルギーシステムが実現する社会。 

○産業界がこうした蓄電池を活用してネガワット取引等を担う新たなビジネスモデルを自立

的に普及させるとともに，蓄電池を活用した効率的な電力需給システムを，電力需要が急増

する諸外国に展開し，もって外需を獲得していく社会。 
 

表 5 蓄電池の普及目標 

項目 2020 年の蓄電池の世界市場でのシェア 
蓄電池全体 50% 
大型蓄電池 35% 
定置用蓄電池 25% 
車載用蓄電池 40% 

出典：蓄電池戦略（経産省） 
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ステムのみな

合される。ま

でスマート化

は国内外で盛

の 4 地域にお

，エネルギー

各種実証項目

関するあらゆ

）の集合体で

宮市の地域特

ムなど他のイ

く視点が重要

ートコミュニ

ギー・社会シス

けるスマートコ

ならず，交通

また基盤的イ

化，インテリ

盛んになって

おいて，「次世

ーマネジメン

目を含む技術

ゆる技術（省

であり，宇都

特性に応じた

インフラシス

要である。当

ニティの実現

ステム実証地

出典

コミュニティの

出典

通，上下水道

インフラ整備

リジェンス化

ており，国内

世代エネルギ

ントシステム

術実証が行わ

省エネ，再エ

都宮市の将来

たエネルギー

ステムとの統

当面は，エネ

現を目指すな

地域の概要 
典：再生可能エネ

のイメージ 
典：再生可能エネ

道，ゴミ処理

備にとどまら

化するものと

内では，横浜市

ギー・社会シ

ムの実証にと

われている。

エネ，コージ

来のエネルギ

ーシステムの

統合を図りな

ネルギー密度

などが考えら

ネルギー技術白

ネルギー技術白

理，情報，建

らず，最終消

と捉えられる

市，豊田市，

システム実証

とどまらず，

 

ジェネ，蓄電

ギー社会を考

の最適化はも

ながら，エネ

度が高い中心

られる。 

 

白書（NEDO）

 

白書（NEDO）

建

消

。 

証

電

考

心

 

 



5. 市の
 
5.1 第 5

 
市で

望を持

道筋を

策定し

市の

境の創

の個性

り」を

「みん

ワーク

 
総合

の姿で

すべき

環境面

 
 

 

の施策動向

5 次宇都宮

では，子ども

持って日々の

を示すため，

した。 
の重点課題と

創出」，「環境

性づくりと発

を設定し，こ

んなに選ばれ

型コンパク

合計画の内容

であるネット

状態として

面で見た将来

向 

宮市総合計画

から高齢者ま

暮らしを送

平成 25 年 3

して，「子育

境調和型社会

信」，「次代

れを解決す

れるまち」，「持

トシティ（連

容を受け，将来

ワーク型コ

，安心して生

来像の設定と

図 20

画 改定基

までの全ての

れるよう，

3 月に「第 5

育て支援の充

の構築」，「総

を築く人材の

るためのま

持続的に発展

連携・集約型

来像の検討に

ンパクトシテ

生活できる豊

，実現のため

0 ネットワー

35 
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出典： 第5 次宇都宮市総合計画 

図 21 第 5 次宇都宮市総合計画におけるまちづくりの目標 
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5.2 個別計画 
 

次期環境基本計画における将来像および施策を検討するうえで前提となる，現時点での市の環境関

連取組および連携の可能性があり得る取組を把握するため，市が策定しているすべての個別計画を対

象に，環境に関連する計画を抽出した。また，関連する基本計画レベルについて，次期環境基本計画

からみた主なポイントを検討した。 
以下に手順を示す。 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■手順１ 
市で策定しているすべての個別計画を対象に，①環境基本計画の関連計画，②

環境基本計画と既に密接な関係を有する計画，③今後連携の可能性があり得る計

画 をそれぞれ抽出。 
 

①環境基本計画の関連計画 ：市の総合計画体系図において，環境基本計画の

下位に属する基本計画および実施計画 
②環境基本計画と既に密接

な関係のある計画 
：みどり，森林，都市計画，景観，交通に関する

基本計画 
③連携の可能性があり得る

計画 
：高齢者福祉，防災，生涯学習，教育住宅，地産

地消，産業，農業，観光，都市再生，協働，ブ

ランド戦略，国際化に関する基本計画 

※③の関連分野で挙げられるキーワードは，環境政策に関する最近の国内動向を踏まえ

たもの（次ページ参照） 

■手順２ 
手順１で抽出した計画のうち，環境基本計画の関連計画と捉えることのできる

①および②の基本計画について，計画の概要および環境の位置づけを整理する。 
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表 6 今後の環境政策に関連するキーワードと背景 

キーワード 環境政策との関連が生まれた背景 

高齢者福祉 国が進める「環境未来都市構想」において，環境対応と高齢化対応を一体的に

進めるまちづくりが提唱された。 

防災 災害時に必要なエネルギーの確保など，防災面と連携した環境施策が取られる

ようになっている。（エネルギー基本計画，北九州市の環境施策，スマートコ

ミュニティの技術動向など） 

生涯学習 国が進める「環境未来都市構想」において，環境対応と高齢化対応を一体的に

進めるまちづくりが提唱された。 

教育 環境面の将来像は 2050 年の超長期を見通すものであり，その実現においては

現代の子どもや若い世代に対する環境教育が一層重要な意味を持つようにな

っている。 

住宅 家庭部門の温室効果ガス排出量削減（＝エネルギー消費削減）が喫緊の課題で

あり，家庭での削減ポテンシャルが最も大きいすまいの改善（断熱性の向上な

ど）の重要性が増している。 

地産地消 輸送に係る環境負荷の低減に資する取組であることに加え，22 世紀を見据え

た新たな将来像の一つとして提唱される「地域循環共生圏」の理念を支える重

要な考え方となっている。 

産業 産業活動における環境負荷低減だけでなく，環境ビジネスによる産業振興を通

じた環境と産業（経済）の好循環が求められるようになっている。 

農業 農地は都市と自然をつなぐ貴重な里地・里山環境であって，人と自然との共生

を考えるうえで不可欠な要素である。また，農地や農業用水における再生可能

エネルギーの創出など，環境との新たな接点も生まれている。 

観光 先進的な環境取組そのものを観光資源化し，地域振興につなげようとする動き

が盛んに見られる。（エコツーリズムの考え方，環境モデル都市や次世代エネ

ルギー・社会システム実証地域など） 

都市再生 低炭素まちづくりに関する法制度が整備され，都市機能の集約化に資する市街

地整備や再開発等の機会を捉えたエネルギー対策・緑化対策・交通対策への国

の支援が充実化している。 

協働 環境政策と他政策分野との関係性が拡大しており，政策目標の実現において市

民協働の重要性が一層増している。 

ブランド戦略 先進的な環境への取組を外部に対して積極的に PR し，都市の価値向上を図ろ

うとする動きが見られるようになっている。（環境未来都市，環境モデル都市）

国際化 先進的な環境への取組をビジネス化し国際展開しようとする動きが見られる

ようになっている。（北九州市や横浜市をはじめとする環境未来都市や環境モ

デル都市） 
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表 7 環境基本計画に関連する個別計画の抽出結果 

区分 計画名 基本計画

レベル 

実施計画

レベル 

関連する環境分野 

①環境基本

計画の関

連計画 

第 2次宇都宮市環境基本計画 ○  － 

宇都宮市地球温暖化対策地域推進計画 ○  － 
宇都宮市役所ストップ・ザ・温暖化プラン ○  － 
宇都宮市一般廃棄物処理基本計画 ○  － 
宇都宮市一般廃棄物処理施設基本構想 ○  － 
宇都宮市環境学習基本指針  ○ － 
第 2次宇都宮市不法投棄未然防止推進計画  ○ － 
宇都宮市生活環境保全推進計画  ○ － 
宇都宮市グリーン調達推進方針  ○ － 
宇都宮市第 7期分別収集計画  ○ － 
宇都宮市一般廃棄物処理実施計画  ○ － 

②環境基本

計画と既

に密接な

関係のあ

る計画 

第 2次宇都宮市緑の基本計画 ○  みどり 

宇都宮市バイオマスタウン構想 ○  バイオマス 

第 2次宇都宮市都市計画マスタープラン ○  都市計画 

宇都宮市景観計画 ○  景観 

宇都宮市都市交通戦略 ○  交通 

宇都宮市自転車のまち推進計画 ○  交通 

③連携の可

能性があ

り得る計

画 

第 6次宇都宮市高齢者保健福祉計画 ○  人と環境にやさしいま

ちづくり 

宇都宮市地域防災計画 ○  エネルギー強靱化施策 

うつのみや地域教育プラン（第 2 次宇都宮

市地域教育推進計画，第 3 次宇都宮市生涯

学習推進計画） 

○  環境学習 

うつのみやいきいき学校プラン（宇都宮市

学校教育推進計画） 

○  環境教育 

宇都宮市住生活基本計画 ○  エネルギー 

宇都宮市地産地消推進計画 ○  自然共生 

宇都宮市ものづくり産業振興ビジョン ○  環境産業 

宇都宮市次世代モビリティ産業集積戦略 ○  自然共生 

宇都宮市食料・農業・農村基本計画 ○  自然共生 

宇都宮市観光振興プラン ○  環境産業 

宇都宮市森林整備計画 ○  自然共生 

宇都宮市都心部地区市街地総合再生計画 ○  低炭素まちづくり 

宇都宮市中心市街地活性化基本計画 ○  低炭素まちづくり 

第 2次市民協働推進計画   市民協働 

宇都宮市ブランド戦略指針 ○  環境都市 PR 

宇都宮市国際化推進計画 ○  環境国際協力 
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関連計画の概要整理 

計画名 第 5 次宇都宮市総合計画 改定基本計

画（後期基本計画） 
宇都宮市地球温暖化対策地域推進計画 宇都宮市役所ストップ・ザ・温暖化プ

ラン 
宇都宮市一般廃棄物処理基本計画 

策定年月 平成 25 年 3 月 平成 19 年 2 月 平成 19 年 2 月 平成 23 年 9 月 
対象期間 平成 25 年度～平成 29 年度 平成 19 年度～平成 24 年度 平成 19 年度～平成 24 年度 平成 23 年～平成 37 年 
計画の概要 ■都市像 

くらしいきいき まちキラキラ 
つながる人 夢のみや うつのみや 
■都市空間の姿 

ネットワーク型コンパクトシティ（連

携・集約型都市） 
■まちづくりの戦略的ターゲット 

①みんなが幸せに暮らせるまち 
②みんなに選ばれるまち 
③持続的に発展できるまち 

■あるべき姿 

資源やエネルギーを大切にした，二酸

化炭素の排出が少ないまち 
■削減目標 
2012 年度における温室効果ガス排出

量を現況年度に比べて，市民１人又は

１事業者当たりでそれぞれ 17%削減

することを目指します。 
■主要施策 

①市民の省エネルギー行動の促進 
②省エネルギー機器の普及促進 
③新エネルギー機器の普及促進 
④低公害車や低燃費型自動車の導入促進 
⑤家庭から排出されるごみの削減やリ

サイクル行動の促進 
⑥環境管理行動による省エネルギー行

動の促進 
⑦「宇都宮市役所“ストップ・ザ・温

暖化”プラン」による市事務事業に

おける率先行動 
⑧事業者が排出するごみの減量やリサ

イクル行動の推進 
⑨森林整備事業の推進 
⑩市民や事業者の地球温暖化防止意識

の向上 

■目的 

市の事務事業における温室効果ガスの

削減 
■削減目標 

平成 24 年度の本市の事務及び事業に

伴う温室効果ガス総排出量を平成 17
年度より 17%削減する。 
■取組 

１ 職員の日常業務における環境配慮

①庁舎等におけるエネルギー使用量の

抑制 
②資源利用の効率化の推進 
③廃棄物発生抑制・リサイクル等の推

進 
④公用車の使用における環境負荷の低

減 
⑤環境負荷の少ない製品・物品の調達

の推進 
⑥職員の環境保全意識の向上 
２ 庁舎等の設備や公用車の調達にお

ける環境配慮 

①庁舎等における省エネルギー・新エ

ネルギー設備等の導入の推進 
②公用車における低公害車等の導入の

推進 
３ 市の事業における環境配慮 

①廃棄物発生抑制・リサイクルの推進

②下水およびし尿等の適正処理の推進

■基本理念 

わたしたち一人ひとりが主役となっ

て，低炭素社会・自然共生社 
会に配慮した，持続可能な循環型社会

の形成を目指します。 
■基本方針 

①ごみの発生抑制の推進 
②適正な資源循環利用の推進 
③最適な処理・処分の推進 
④市民協働の推進 
■目標 

・ごみの減量目標 
平成 22 年度：788g/人・日 
→平成 27 年度：737g/人・日 

・最終処分の目標 
平成 22 年度：19,284t/年 
→平成 27 年度：16,500t/年 

■3R 施策 

・家庭系発生抑制（短期）施策 
 もったいない生ごみ減量推進 等 
・家庭系資源化（短期）施策 
 生ごみの家庭単位での減量・事業化 等 
・事業系発生抑制（短期）施策 
 事業系ごみ減量化推進 等 
・中長期の施策 
 ごみ処理の有料化の検討 等 

環境の位置づけ ■ひとや自然にやさしい“環境都市”

実現プロジェクト 

「みんなが幸せに暮らせるまち」の実

現を目指したプロジェクトの一つとし

て実施。 
市民一人ひとりの環境に配慮した行動

の実践などによる“環境と調和したま

ち”の形成を目指す。 
＜主な目標＞ 

・家庭用環境 ISO の認定家庭数の増加

・住宅用太陽光発電システムの設置家

庭数の増加 
・市民 1 人 1 日あたりの資源物以外の

ごみの量の削減 
＜主な取組＞ 

・もったいない運動の推進 
・住宅用太陽光発電設備の導入促進 
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関連計画の概要整理 

計画名 第 2次宇都宮市緑の基本計画 宇都宮市バイオマスタウン構想 第 2 次宇都宮市都市計画マスタープラ

ン 
宇都宮市景観計画 

策定年月 平成 23 年 3月 平成 21 年 3 月 平成 22 年 4 月 平成 20 年 1 月 
対象期間 平成 34 年まで 平成 21 年度～平成 30 年度 平成 34 年まで  
計画の概要 ■基本理念 

人とみどりのハーモニー うつのみや

■基本目標 

～ひとりひとりが緑をつなぎ 

住みつづけたいまちを目指して～ 

■平成 34 年の目標水準 

例：緑被率 中心市街地：現状値以上

      市域全体：現状値を維持

■リーディングプロジェクト 

・中心市街地の重点的緑化 

・都市の拠点の重点的緑化 

・都市農地や里山・樹林地の保全と活

用 

・地域や場所の特長を活かした公園や

緑の維持管理 

・バランスある公園配置 

・市民協働によって緑を守り育てる仕

組みづくり 

■目標 

①未利用系バイオマス：54% 
（現状：31%）

②廃棄物系バイオマス：91% 
（現状：51%）

■基本方針 

○地球温暖化防止 
○循環型社会の形成 
○農山村の活性化 
○新たな産業の育成 
○食料と競合しないバイオマスの利活用 
○費用対効果に優れた地域内循環シス

テムの構築 
■重点取組 

①稲わら・麦わらの畜舎敷き材化 
②家畜排泄物を主体としたたい肥化 
③食品廃棄物を利用した発電とスラグ化 

■理念 

ネットワーク型コンパクトシティ（連

携・集約型都市）の実現を目指す。 
■都市像 

宇都宮らしいネットワーク型コンパク

トシティの実現による 暮らしやす

さ・集いやすさが持続できる都市 
■目標 

①安心して快適に住み続けられる都市 
②活力・魅力を創造し続けられる都市 
③快適で安全に移動できる都市  
④環境と共生した都市 
■ネットワーク型コンパクトシティの

基本的な考え方 

○拠点配置 

中心市街地を核とした拠点連携 
○市街地密度 

高密度，中密度，低密度のメリハリ 
○市街地・拠点間のネットワーク 

公共交通・徒歩・自転車と自動車が連

携・共存した都市構造 

■基本目標 

宇都宮らしい美しい都市景観の形成  
― 豊かな風土に育まれた うつくしの

都（美しい宇都宮）づくり ― 
■基本方針 

１ やすらぎのある緑景観の創造 
２ うるおいのある水景観の創造 
３ 豊かな歴史・文化景観の創造 
４ 調和のある街並み景観の創造 
５ 快適な道路・広場景観の創造 
■区域指定 

・景観計画の区域（市全域） 
・景観形成重点地区，景観形成推進地区 
■取組内容 

①良好な景観形成のための行為の制限 
・市全域における制限 
・景観形成重点地区等における制限 
②その他良好な景観形成に関する事項 
・屋外広告物の表示・掲出 
・景観重要構造物および景観重要樹木 
・景観重要公共施設の整備 

環境の位置づけ ・緑の持つ機能の一つに環境保全機能

（生物多様性の宝庫，CO2 吸収等）

を位置づけ 

・緑の量的な目標設定，市民意識に関

する目標設定 

・ヒートアイランド緩和，生物多様性

保全等に繋がる緑の創出を位置づけ

・構想の位置づけに脱温暖化・循環型

の環境にやさしい社会を形成する旨

を明記 
・基本的方針に，地球温暖化防止，循

環型社会の形成を位置づけ 

・環境負荷の少ないまちづくりの方針

として，以下を位置づけ 
１）環境にやさしい交通環境への転換 
２）環境負荷に配慮した市街地の整備 
３）健全な水循環の形成  
４）自然エネルギーの導入推進 

・景観法の基本理念（潤いのある豊か

な生活環境の創造上不可欠なもの）

を計画の目的の前提に位置づけ 
・自然環境への配慮などの大きな役割

を担うものとして景観計画を位置づ

け 
・関連計画に環境基本計画を位置づけ 
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関連計画の概要整理 

計画名 宇都宮市都市交通戦略 宇都宮市自転車のまち推進計画 
策定年月 平成 24 年 3 月（見直し） 平成 22 年 12 月 
対象期間 平成 21 年度～平成 30 年度 平成 23 年度～平成 27 年度 
計画の概要 ■目指すべき将来像  

サービス水準の向上を軸とした公共交

通の正のスパイラルへの転換を図る。

■基本理念 

①都市機能の集約と円滑なモビリティ

の確保により，ネットワーク型コン

パクトシティを実現 
②利便性・明示性・効率性の高い，持

続可能な交通ネットワークの整備を

推進 
③関係者相互で連携し，公共交通を守

り，育てる“マイバス”，“マイレー

ル”意識を醸成 
■施策 

１ 誰もが移動しやすい交通環境を整

備する 
２ まちづくりに資する交通環境を整

備する 
３ ひとや環境にやさしい交通環境を

整備する 

■目標 

「自転車のまち宇都宮」の実現 
だれもが安全に便利に楽しく自転車が

利用できるとともに，ひとや環境にや

さしい自転車を愛するまちを目指す。

■取組の柱 

①だれもが“安全”に自転車が使える

②だれもが“快適”に自転車が使える

③だれもが“楽しく”自転車が使える

④だれもが“健康とエコ”に自転車が

使える 
■チャレンジ目標 

・自転車の交通分担率（通勤・通学）

20%（現在）→25% 
・市民満足度（自転車を使いやすいまち）

29.6%（現在）→50% 

環境の位置づけ ・施策目標の一つに，「ひとや環境にや

さしい交通環境を整備する」を位置

づけ，市域の温室効果ガス排出量の

削減量を指標に設定 

・計画の背景として，地球温暖化対策

の推進（二酸化炭素の排出が少ない

まちづくりの推進）を位置づけ 
・自転車のメリットの一つに，環境負

荷（の低減）を位置づけ 
・取組の柱の一つに「健康とエコ」を

位置づけ，エコ通勤実施企業数を活

動指標に設定 
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